
〔35〕ミニバレー 
 

１ 期  日   2023 年５月 28 日（日） 

         受  付  午前８時 00分 

         開 会 式  午前８時 30分 

         競技開始  午前９時 00分 

         閉 会 式   午後３時 30分 

 

２ 会  場   知名町  知名町民体育館・知名中学校体育館 

 

３ 各部門及び参加人員 

部     門 監 督 選 手 チーム数 小計（人） 合計（人） 

ファミリーの部 １ ５ ９ 54 

294 男女混成の部 １ ５ 15 90 

ふれあいの部 １ ５ 25 150 

 

４ 競技上の規定及び方法  

⑴ 競技規則 

ア 2004 年（平成 16 年）一般社団法人全日本ミニバレー協会制定のオフィシャルミニバレー

ルールを適用する。 

イ ボールは全日本ミニバレー協会公認ボールを使用する。 

ウ １チームは最大５人のプレイヤーと１人の監督とし、ゲームは４人のプレイヤーで行う。 

エ １チーム４人での参加申込み及び出場についても可能とする。 

オ ファミリーの部の監督は責任者若しくは代表者とする。 

カ 監督、選手は複数のチームに登録することはできない。監督は選手と兼務することはでき

る。 

⑵ 競技方法 

ア 競技者は原則として番号付きのユニフォームを着用する。ユニフォームを所持してない参

加者はビブスを着用する。但し、ファミリーの部参加者は規定除外とする。 

イ 試合形式は各部門リーグ戦とし２試合とする。 

ウ リーグ戦は１セット 11点先取のチームが勝者となる。  

エ リーグ戦の順位決定は得失点差とする。 

⑶ その他 

ア 試合中の棄権負けのゲーム得点は勝者の可能限度得点を得、棄権負けチームは得点済の得

点に係わらず０点とする。 

イ 当日棄権チームが出た場合、相手チームに対しては 11－０で処置する。 

ウ 組合せについては、主催者の責任において公平に行う。 

 

 

 

 



５ 選考方法 

⑴ 参加申込みは先着順とする。 

⑵ 申込みチームが規定数に達した時点で申込みを締め切る。 

 

６ 参加資格 

⑴ 参加者は選手、監督とも鹿児島県内に在住、在勤、在学している者とする。 

⑵ 高校生以下が参加する場合は、参加申込書とともに保護者の同意書も提出すること。 

⑶ 過去１年以内に健康診断を受けており、医師等に運動を止められていないこと。 

⑷ 年齢は 2023 年５月 31 日時点での満年齢とする。 

 

７ 各部門の参加要件  

部   門 参  加  要  件 

ファミリーの部 

小中学生の家族で編成する。（複数の家族での参加も認める。） 

競技中は保護者と児童生徒でプレーする。保護者のプレー参加は

１人若しくは２人までとする。 

男女混成の部 
高校生以上のチーム編成とする。競技中は男女各２人が常にプレ

ーしなければならない。 

ふれいあいの部 
高校生以上のチーム編成とする。チーム編成の男女区分は規定し

ない。男子４人、女子４人でも可とする。 

 

８ 表  彰 

⑴ 各部門の 1位～３位までに賞状を授与する。 

⑵ 参加者全員に大会参加記念章を授与する。 

 

９ 参加申込方法について 

所定の申込書に記載事項を記入の上、2023 年２月１日（水）から３月 31 日（金）まで、下記

あてに持参、FAX、郵送、メールのいずれかの方法で提出すること。 

参加申込書、同意書は燃ゆる感動かごしま国体のホームページでダウンロード出来る。知名町

実行委員会事務局のホームページへメールでの申込みも可能である。 

申込先 宛  先 提出部数 

知名町教育委員会 

生涯学習課 

〒891-9213 

鹿児島県大島郡知名町瀬利覚 2362 番地 

おきのえらぶ文化ホール あしびの郷ちな 

TEL 0997-81-5151 FAX 0997-81-5153 

メールアドレス：china23@town.china.lg.jp 

１部 

 

10 参加負担金 

⑴ 社会人のみで編成するチームの参加負担金は１チーム 1,000 円とし、高校生以下が含まれる

チームは無料とする。 

⑵ 参加負担金は当日受付にて支払うこと。 

⑶ 納入された負担金は返金しない。 

 

mailto:china23@town.china.lg.jp


11 参加上の注意 

⑴ デモスポ競技参加チームの増減により、大会会場、試合形式、表彰を変更する場合がある。 

⑵ 参加者の傷害保険については、主催者にて一括で加入する。 

⑶ 参加者は各自の責任において健康管理に十分配慮の上参加すること。 

⑷ 競技中の負傷については主催者側で応急処置は行うが、その後の処置については、各自の責

任において行うこと。各自、健康保険証もしくはコピーを持参すること。 

⑸ 会場までの移動は、できるだけ乗り合わせて各自行うこと。 

⑹ 知名町民体育館使用規則を順守すること。 

⑺ 各自で持ち込みの飲食物等のゴミは必ず持ち帰ること。 

⑻ 私有物、貴重品については、各自で責任を持って管理すること。万が一、盗難や破損、紛失

があっても主催者側は一切責任を負わない。 

⑼ 大会参加においては、参加者がお互いに気持ちよく過ごせるように、ルールやマナーの順守

に努めること。 

⑽ その他、参加者は主催者側で規定する事項を遵守すること。 

 

12 個人情報の取り扱いについて 

  参加申込書（保護者同意書含む）に記載された個人情報については、以下の「燃ゆる感動かご

しま国体」に関連する業務のみに使用する。また、申込み時点で本人の同意が得られたこととす

る。 

⑴ 「燃ゆる感動かごしま国体」参加意思及び人数の確認 

⑵ 参加資格の確認（年齢、性別、所属、保護者の同意） 

⑶ 参加案内等の通知 

⑷ 競技別プログラムの作成 

⑸ 賞状等の筆耕 

⑹ 競技結果、映像、写真の記録業務への使用及び広報誌、インターネット等への掲載 

 

13 そ の 他（天候不順、荒天時、台風接近等の処置事項） 

⑴ 天候不順、荒天時、台風の接近で大会開催に影響が出ると予想される場合はデモスポ競技会

役員を招集しデモスポ競技開催の可否を決定する。 

⑵ デモスポ競技大会中止の場合は各チームの代表者（責任者）にその旨を知名町実行委員会事

務局から連絡する。 

⑶ 知名町実行委員会事務局は、関係機関、関係諸団体等にデモスポ競技大会中止を連絡する。 


